
有期雇用労働者等※の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、
その規定を適用させた
場合に助成します。

概 要：６か月以上雇用している非正規労働者（有期及び無期雇用労働者）を、就業規則の規定と
            キャリアアップ計画に沿って正社員化し、賃金を３％以上増額すると、以下の金額（初回事
            業所のみ20万円(大企業15万円)の加算あり）が支給されます。

助 成 額：

キャリアアップ助成金

正社員化コース

概 要：有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を適用させた場合に
助成します。

助 成 額：

有期雇用労働者等※の基本給の賃金規定等を３％以上増額改

賃金規定等改定コース

（非正規雇用の正社員化＋賃上げ）

（有期契約労働者の賃上げ）

令和７年度 助成金のご案内



概要：事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性
向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の
一部を助成する制度です。

業務改善助成金

引き上げる労働者数とは

助成率

助成金額の計算方法

助成上限額

助成される金額は、生産性向上に
資する設備投資等にかかった費用
に一定の助成率をかけた金額と上
限額とを比較し、いずれか安いほう
の金額となります。
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